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以 上 

 

本メルマガは山下税理士に日常業務の中から「間違いやすい・見落としがちな」税務のチェックポイントをＱ&Ａ形式で

ご寄稿頂いたものになります。ぜひご参考になさってください。 

『質問』 

災害等により損壊した賃借資産等に係る補修費の処理 

 

≪内容≫ 

顧問先のＡ社は、レンタル資産（契約上、修繕等の補修義務がないとされている）が水害により被害

を受けましたが、緊急に処理する必要があったために、Ａ社が、当該賃借資産の原状回復のための補修

を行い、その補修のために要した費用を負担しました。このような費用はどのようになるのですか。 

 

『答』 

  賃借資産について修繕等の補修義務がない場合であっても、その賃借資産が災害により被害を受けたため、

法人が、当該賃借資産の原状回復のための補修を行い、その補修のために要した費用を修繕費として損金経理

したときは、損金算入が認められます。 

 

（解説） 

１ 賃貸資産の修繕は賃貸人の負担により行うべきものとされており（民法606①）、また、賃借人が

賃借資産の補修を行った場合には、賃貸人にその補修のために要した費用を請求することとなるため

（民法608①）、賃借人が補修費用を払ったときには、通常、賃借人はその金額を仮払金等として計

上することとなります。 

しかしながら、災害による被害にあっては、賃貸人による早急な補修ができない等の事情により、

賃借人がやむを得ず自ら原状回復工事を行うことが想定されます。 

そこで、賃借資産について修繕等の補修義務がない場合であっても、その賃借資産が災害により被

害を受けたため、賃借人が、当該賃借資産の原状回復のための補修を行い、その補修のために要した

費用を修繕費として経理したときは、損金算入が認められています（法人基本通達７－８－１）。 

２ また、修繕等の補修義務がない販売をした資産又は賃貸をしている資産については、本来、その資

産の修繕は買主又は賃借人の負担により行うべきものであると言えますが、災害による被害の場合は、

売主等である法人がこれらの資産につき無償で補修や点検を行ったとしても、一種の広告宣伝又は取

引関係の維持といった経済的な効果があるとも考えられます。 
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  そこで、これらの資産の補修や点検のために要した費用について、賃借資産の賃借人による補修と

同様、法人がその支出時における修繕費として経理したときは、これを認めることとされています。 

３ なお、補修義務のない賃借人が補修を行った場合には、実際にその補修をした日の属する事業年度

において、修繕費として損金算入されます。 

４ 次に、賃借人が補修義務のない賃借資産について行った補修について、賃貸人にその費用を請求し

た場合には、その時点で未収入金として計上するべきか疑義が生じますが、賃借人がその補修に要し

た費用を賃貸人に請求した場合であっても、災害による被害が甚大であるなど、その補修に要した費

用を賃貸人から実際に回収できるか否か明らかではないので、請求した時点で未収入金として計上す

る必要はなく、実際にそれを収受した時の収益として計上することが認められています（法人基本通

達７－８－１注書き）。 
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